
Title 教養教育と一般教育の矛盾と乖離：大綱化以降の学士課程カリキュラムの改革

Author(s) 吉田, 文; Yoshida, Aya

Citation 高等教育ジャーナル, 14, 21-28

Issue Date 2006-07

DOI https://doi.org/10.14943/J.HighEdu.14.21

Doc URL https://hdl.handle.net/2115/28618

Type departmental bulletin paper

File Information 14_P21-28.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP



高等教育ジャーナルー高等教青と生涯学習-14(2∞6) J. Higher Education and Lifelong Learning 14(2∞6) 

教養教育と一般教育の矛盾と羊離:

大綱化以降の学士課程カリキュラムの改革

吉田文*

メディア教育開発センター

The Divergence of Liberal Arts or General Education: 

Undergraduate Curriculum Reform since the 1990s 

Aya Yoshida** 

National Institute of Multimedia Education 

Abstract-The aim of this paper is to examine the general education curriculum reform after 1991 (恥

abolishment of regulation of general education requirement) in terms of 1. faculty organization in gen-

eral or 1iberal arts education， and 2. general or liberal arts education curriculum changes during the 
decade. Most facuJty members have come to teach both Jiberal arts courses and specialized courses 

regardless of age or specialty， and one of the objectives at the time of 1991 has attained. The teaching 

burden， however， has increased as faculty members teach both types of courses. In sma]] institutions 

there remains a sense of inequality among the faculty members because liberal arts education teachers 

has to be affiliated with an organization separate from that of the specialized education faculty members. 

百leproportion of liber昌1arts or general education requir窓口lentshas been shrunk and that of undergradtト

ate requirements has also been shrunk. Most institutions explained that this was to attain the integration 

of liberal and speciaJized education， but the integration of curricuJa is different昌monginstitutions. 

Institutions where the students ability is high have introduced thematic interdiscipJinary courses into 

Jiberal arts education， while those where the students' ability is not high have introduced remedial or 
first year experience courses into liberal arts education. 
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1，000 (有効回収率56.3%)となっている(浅j)。

1.課題の設定

学士課程において専門教育に対壁する一般教育を 2.大綱化以降の変化

導入したのが，戦後日本の新制大学を「新制」たらし

める1つの特徴であったが，それを規定していた大学

の条項は1991年に廃止された。それまでの

わが関における一般教育の形態上の特徴は，一般教

当の教員と専門教育担当の教員とを制度上毘別

していたこと，すなわち，一般教育のみを担当する一

般教育専任制をとっていたことにあるが，それは大

学内部におけるさまざまな処遇の差に結びついたも

のであった。当然のことながら，それに対しては一般

教育担当教員の長年にわたる欝穣した不満があった。

また，一般教育を人文，社会，自然の各系列の科目か

ら選択して履修させるというその方式に対しでも，

形骸佑という批判が大学内外から浴びせられていた。

これらがドライブとなって， 1991年の大綱化を招来

するに至ったのである。問題の根澱である大学設置

にある規定を間賠することで，当面の問題解決

をはかろうとする意図が，大綱fむとして結実したと

みることができる。

しかし，大学設震基準から科目じま分に関する規定

をはずしたことで，専門教育化が進むのではないか

という懸念，それに対する教養教育の重要性をあら

ためて指摘する声は高かった。また，ぞれとともに，

多様化している大学にカリキュラム編成の自由裁量

権を与えることで，一律の規定によらずに，大学が独

自の学士課程教育を構築することが可能になるとい

う積語的な意義づけや期待もあった(大学審議会

1991)。

ぞれから 10年余を経て，教養教脊の実施体制やカ

リキユラムは，どのように変容し，その問題とされた

ところはどの程度解決されたのであろうか。それを

検討することが本稿の目的である o以下では，第1に，

一般教青から教養教育と名を変えたその部分がどの

ような組織体制で実施されているか，第2に，その教

養教育カリキュラムは一般教育の時代と比較してど

のように変佑したかの2側面から検討し，第3に，そ

こに何らかの矛窟が生じていないか否かを考察し、第

4に全体のまとめを行う。

本稿で主に使用するデータは， 2003年10月に

4年制大学の学部を対象に実施したアンケート調査の

結果であり，調査票の配布数は1，776，有効自収数は

2.1教員の移動と教養教育組織体制

制度上区別されていた一般教育の担当教員は，大規

模菌私立大学では教養部に所属，ぞれ以外は特定の学

部所属となって，一般教育委員会や一般教育課程など

を構成していた(注九一般教育という科自区分が廃止

されるということは，一般教育専任制という制度や，

一般教育教員のみが所属していた教養部という部局の

存在理由が喪失することになり，したがって，一般教

育の担当教員の新たな配属先をどこにするかをめぐっ

て大きな議論になった。

方法としては，教養部などの組織を核にして新学部

(研究科)を設置する，既存学部(研究科)に新学科

(専攻)を設置する，あるいは，一般教育担当教員の

専門性に応じて適切な既存の学部に配置するなどが考

えられる。実際に，自立大学においては，大綱佑以前

に3教養部は33機関にあったが，そのうち教養部を

母体として新学部ないし新研究科を設立したのは 12

機関にすぎなかった。教養部所属の教員の大半は，既

存学部への配属となったのである。

その甑層先としては，文学部，人文学部などの文系

学部と教育学部が最大のマーケットであり，次いで、理

学部への配属も比較的多かった。それは，当然ながら

教養部所属の教員の専門性によるところが大である

が，そもそも教養部を設置するにあたっての母体と

なった学部が， I日制高校を母体とする文理学部，師範

学校を母体とし，教育学部の前身である学芸学部で

あったことを思い起こすと，もとの古巣へ帰ったとい

う構図を描くことができる。それに対し，私学の場合

は，教養部をもっていたところは 1990年において，

372機関中42機関でしかなく，全体としては盟立ほど

には一般教育担当教員の配属は問題にはならなかった

(吉田 2002)。

教員の配属が一段落してみると，教養教育に関する

教員の体制は大きく変佑していた。 2003年の段階で

は，教養教育を審議し決定する組織としても，実際に

教育を担当する組織に関しでも，全学的な体制で行わ

れるようになったことに大きな特徴がある。全体でい

えば，審議・決定に関しては約80%，担当に関しては

約60%が全学的な体制をとるようになった。いわゆる
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全学出動体制が，教養部などの魔止後の教養教育実 かったということができる。

施体制となったわけである。しかし，袈1に示したよ

うに，これはきわめて国立大学的な現象であり，国立

では74%が全学的に審議・実施しているが，公立・私

立で全学的な体制をとっているのは，半数弱に過ぎ

ない。公立大学では，全学で審議はするが実施は教養

教育の担当組織に委ねられているのが約 40%，私立

では，学部で審議・実施している機関が4分の1を超

えていることに特徴がある。

これは大綱イちによって変イちしていない機関である

ことを想定してよいで、あろう。公立の単科大学や註

科大学の場合，教養課程，共通講座などとして教養教

育担当教員の組織を設けているところが多く，私立

大学の場合は，教養部などをもたずに各学部が独立

して一般教育を実施していたために，どちらの場合

も，教員の再配置があまり問題にならないままに，以

前の体制を維持しているのである。大綱1tは，公立や
私立の大学に対しては国立ほどの影響を及ぼさな

2.2教養教育のスリム化とスキル化

それでは，学士課程教育において教養教育はどの程

度縮減したのだろうか。一般教育を廃止するドライブ

の背後には，専門教育の比重を高めたいという学部の

意図があったことはいうまでもないが，実際には，一

般教斉に担当する部分は学士課程教育から無くなるこ

とはなかった。表2に示すように，単位数でみれば，

おおむね30'"35単位，卒業要件に占める割合でみれ

ば25%前後は，教養教育という科自認分に割り振ら

れているのである。教養教育の平均の単位数は31

位であり，以前は36単位から 48単位が必修単位であ

ることと比較すれば，教養教育は確実にスリムになっ

ている。ただ，ここで， r主意すべきは「教養と専門を
あわせもつ教育」という科自区分に与えられた単位数

である。これを教養教育に近いものとみなすか，

教育に近いものとみなすかは，各学部で異なっている

表1. 大綱化以降の教養教育の審議・実施機関(%)

全学で審議・全学組織で実施

-教養強当組織で実施

学部で審議・学部で実施

73.5 

22.4 

4.1 

公立 私立

47.8 47.3 

38.8 26.5 

13.4 26.3 

出典:吉田 (2003)，以下の表も詞様。

表2. 設護者割の平均単位数(%)

科目匿分{注 3) 国立 公立 私立

教養科自 35.47 30.10 29.34 

教養と専門をあわせもつ教育 5.87 10.94 8.12 

専門科目 79.52 80.26 75.36 

自由選択 6.50 6.17 10.85 

それ以外 1.40 0.63 2.55 

卒業要件 128.76 128.11 126.22 

注:6年制課穏をのぞく。
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のであり，一概にどちらに近いものかをここでいう

ことはできないが，こうしたカテゴリーに相当する

単位数がト11単位あることは看過できない。ただ，も

し r教養と専門をあわせもつ教育Jに配分された単

位数をすべて教養教育とみなしても，教養教育のス

リム化は生じているのであり， 1註慎された事態は確

実に生じているということができる。

国立大学に限って，大綱化以前，霞後の 1994fF，

2003年の教養教育への数位数の配分を比較すると，

大綱1ti直後には単位数の比率でみて 10ポイント程度

減少しているが，それ以障は横ばいでほぼ変化はな

いことが明らかにされている(杉谷 2005)。確かに

教養教育は大綱佑によってスリム化したが，それは

一定程度の進行であって，すくなくともその後は落

ち着いているとみることができる。 1949年に一般教

育が導入されて半世紀弱を経過した現在，一般(教

養)教青はそれなりに定着したという評価を下すこ

J. Higher Education and Lifelong L刷 rning14(2006) 

とができるだろう。

また，教養教育のスリムイ七とともに学士課穂全体

の単位数が減少していることを指摘したい。これに

は，科目区分の鹿止とともにいわれた単位制の概念

の適正使用という背景があるが，卒業に必要な単位

数を減少させるという動きが，教養教育の単位数の

減少にリンクしているという関係があることを指摘

したい。専門教育ではなく教養教育をスリムイじする

ことで，学士課程教育全体がスリムイじしたのである。

ここで，興味深いのは，教養教育の単位数の減少

が，入学者の偏差値と明確な関連を持っていること

である。表3に示したように，まず，専門教育を減少

させたところは全体としても 30%に満たず，専再教

育はス 1)ムイちしていないことが確認できる。専門教

を減少していないなかで，教養教予言を減少させた

か否かの違いをみると，入学者の偏差値が低い学部

では教養教育を減少していないが、偏差値の高いとこ

表3町単位数の増減と偏差値(%)

50未満 50以上-57未満 57以上

教養減少せず・専門減少せず 41.1 32.1 29.5 

教養減少・専門、減少せず 39.0 40.0 42.7 

教養減少せず・専門減少 9.3 14.0 12.0 

教養減少・専門減少 10.6 14.0 15.8 

100.0 100.0 100.0 

表4. 教養教育の科白区分で開講している科目(%)

開講している (うち，必修と (うち，選択必

して開講) 修として開講)

97‘O 61.9 22.2 

英語以外の外悶語 94.2 14.5 44.6 

情報リテラシー 89.5 44.5 12.1 

補習教育 21.9 2.3 1.7 

大学教育への適応支援 41.2 24.7 1.3 

文章理解・表現・アレセVテサョン 60.4 15.4 8.1 
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ろでは教養教育を減少しているところが多いという

違いはある。備差f直が低い学部では，教養教育を減少

させることができなかったという解釈が成り立つだ

ろう。

スリム佑した教養教育では，全体として語学や情

報教育のようなスキル習得の科目に重点が謹かれる

ようになっている。表4に示したように，英語や英語

以外の外国語，情報リテラシーの開講率はきわめて

高い。ただ，英語こそ 60%強が必修， 20%強が選択

必修となっているが，英語以外の外国語が必修であ

るのは約15%でしかなく，選択必修の約45%を合わ

せても 60%には溝たない。大網イじ以前の外国語2ケ

語必修という状況は大きく変佑している。また，ぞれ

以外に，学生の学力低下問題に端を発している檎習

教育を開講する機関は約20%，ぞれ以外に，大学へ

の適応支援のための科目が約40%，文章理解・表現・

プレゼンテーション科目が約 60%の機関で開講され

るようになったことは，教養教育の質の変イじを示唆

するものとみることができる。

また，図表は省略するが，これら教養教育で開講さ

れている科目のうち，英語や英語以外の外韻語を必

修にしている比率が高いのは，偏差値が高いところ

ほど多く，大学への適応支援の科目や文章理解・表

現・プレゼンテーシヨンの科目を必修にしている比

率が高いのは，偏差値が低いところほど多いという

明瞭な関係がみられる。教養教育を減少させること

ができなかったところは，大学への適応支援の科目

や文章理解・表現・プレゼンテーシヨンの科目を導入

J. Higher Education and Lifelong Learning 14(2∞6) 

せざるを得なかったという状況があることがみてと

れる。

3.矛盾と事離

3.1 I日制度の機能不全と全学的体制の負担増大

教養部などの組織が廃止され，教員の全学出動体

制に変イちしたことで，以前の教員関の処遇の格差と

いう問題は解消したのだろうか。確かに，教養教育を

「年齢に関わらず全教員が平均的に担当」している機

関は63lJも i特定の専門分野の教員が多く担当」して

いないという機関も 62%となっており，その点では

これを一定の効果をみることができる。しかし i大

綱化以前の一般教育担当教員が多く担当Jしている

ところも 40%強残っており，評価を下すことは容易

ではない。

この大綱イじ以前の一般教育担当教員の多くが現在

でも教養教育を担当しているのは，表5に示したよう

に，いうまでもなく，全学的に教養教育を審議決定し

でも教養教育担当教員の組織を残しているところで

あり，そこでは一般教育・専門教育担当教員の担当の

違いによる差別も残っている鰻向がみられる。他方

で，全学出動体制をとり担当教員の平等化を図った

ところでは，教員の負担が増大したことが指摘され

ている。

顕表は省略するが，こうした関係を大学の設置者

別にみると，たとえば、教員の差別感が残っているの

表5. 大網化以降の教養教育の泰議・実施組織と教員(%)

全学で審議・全 全学で審議・教 学部で審議・学

学組織で実施 養担当組織で実施 部で実施

大鱗イじ以前の一般教育

担当教員が多く担当している 35‘5 55.2 43.2 

一般教育・専門教育の担当の違い

による教員間の差別が残っている 17.0 36.5 23.8 

教養教育に関する

教員の負担は増大した 52.8 38.9 28.5 
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は、同じ「全学で審議・教養担当組織で、実施Jという

体制をとっていても、公立や私立大学で多く，また，

同じ「全学で審議・全学組織で実施」という体制を

とっていても、国立大学で多いという傾向をみること

ができる。すなわち、「全学で審議・教養担当組織で実

施」という体制をとっていたのは，国立よりも公立や

私立に多かったが，そうした体制をとっている公立

や私立大学において教員の差期感が残存しているの

である。また，全学出動体制は国立大学で多かった

が，その国立大学において教員の差別感が残存して

いるのである。

そしてまた、教員の負担の増大に関しては，どのよ

うな体制をとっていても国立において負担が増大し

たという比率は，公立・私立大学を大きく凌麓してい

る。スリムイじしたはずの教養教育であるにもかかわ

らず，国立大学教員の負担惑は増大しているのであ

る。

この問題をどのように考えたらよいのだろう。公

私立大学で多い「全学で審議・教養担当組織で実施J

という体制は，単科大学などの理由で教養教蒋担当

教員を教養課程，共通講座といった学内組織に置か

ざるをえないところに多いと考えられるが，ぞれら

の機関は，大学の規模や専門領域のために，そのよう

な体制でしか教養教育担当者を配蓋できないのであ

ろう。しかし，そのような構造的条件があるために，

教員閣の差別感が未だに残るという問題を解消でき

ずにいるのであり，もし，そうだとすれば専門教育以

外に教養教育的な内容をカリキュラムに取り入れよ

うとする限り，その問題は解決しがたいものとなる

のである。

また，国立大学の教員の負担問題は，必ずしも教養

教育だけに限定された問題ではないだろう。大綱イじ

以降のカリキュラム改革は，教員の配置と関連する

がために毘立で多くなされた。ぞれは，ぞれまでの問

題の解決のためになされた改革であるのだが，結果

的には教員に負担を強いることになっているのだろ

う。一方で，問題を解消できない構造があること，他

方で，問題を解決するためになされた改革，そのどち

らもが桂桔となっているのではないだろうか。

3.2有機的統合の2重の意味と教養教育の分化

科目区分廃止後の学士課程カリキュラムとしては，

教養教育において主題にもとづく学際イじした科目を

多くし，そこで，課題探求能力や批判的思考力などを
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漏養することが叢要であり，また，幅広い基礎知識の

うえに専門に関する深い知識を身につけるために，

教養教育と専門教育とを有機的に統合することが唱

道された。これらを可能にするのが，全学的な体制で

教養教育を実施することだともいわれた。

大綱佑以降，教養教育と専門教育とが有機的に統

合したと回答しているのは全体では40%強であるが，

この有機的統合とは，どのような状態をさしている

のだろう。有機的統合に関しては，専門を核にその周

囲に関連分野を配置することによる学際佑という方

向と，教養教育を専門教育の基礎として位置づけて

専門教育を高度佑する方向とがあると考えられるが，

わが閣の大学においては，そのどちらの考え方も同

緯度存在していることが袈6よりわかる。

すなわち，教養教育と専門教育の有機的統合が進

んだと回答している機関は r専門教育が学際的に

なった」と回答する比率も r専門教育の内容が高度

化したJと回答する比率も高いのである。逆に，有機

的な統合が進んでいない機関で、は，専門教育は「学際

的Jにもならず，また r高度化Jもしていないので

ある。

カリキュラムの有機的な統合といったとき，それ

が専門教育の立場からみたとき，高度化の方向へ向

かう場合も，学際的になる場合もあるということで

ある。
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この高度化の方向で進んでいるのは，盟表は省略

するが儲差値の高い学部に多いことは明白なのであ

るが，学際化の方向ですすんでいるのは，実は儲差値

との関連はみられないのである。偏差値の高低にか

かわらず，学際イじする学部は一定程度あるというこ

とになる。

それでは，学際化しているのはどのような学部な

のだろう。その手がかりとして教養教育における

テーマ別科目の増大や，教養教育における補習教育

や導入教脊の比重の増大との関連をみると，図表は

省略するが，専門教育が学際イじしたところにおける

教養教育では，一方で，テーマ別科目が増大しており

文字通り学擦化の状況を知ることができるが，しか

し，他方で，教養教育において補習教育や導入教育の

比重も増大しており，学際化の名のもとに，教育水準

の低下が生じている可能性もみられるのである。

そこで，この矛盾する意味をもっ学擦化を検討す

るために，学際11Jを意味する教養教育におけるテー

マ別科目の増大や，教養教育における補習教青や導
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表6.教養と専門教育の有機的統合の意味(%)

専門教育が 専門教育の内容が
学際的になった 高度イじした

あてはまる あてはま あては あてはま
らない まる らない

教養教育と専門教育 進んだ 49.5 33.8 50.6 36.5 

との有機的な統合が

進んでいない 50.5 66.2 49.4 63.5 

表 7. 教養教育の変化と偏差値(%)

40未満

教養教育に占める補習教育や
導入教育の比重が増大した 48.8 

教養教育として
テーマ別科巨が増大した 37.2 

入教育の比重の増大と，学部の偏差値との関連をみ

たのが表7である。ここからは，テーマ別科目を増

大させているのは，高偏差値学部に多く，地方，補習

教育，導入教育を増大させたのは，低偏差値の学部に

多いという傾向を明自にみることができる。

専門教育を学際イじすることで教養と専門の有機的

統合を行ったという学部は，実は，テーマ別科目を多

くしている学部と，補習教育や導入教育を多くして

いる学部とに，入学者の学力水準に合わせて分佑し

ているのである。

教養教育と専門教育を有機的に統合して学士課程

カリキュラムを編成したとき，専門教育を高度イむし，

教養教育にテーマ別科目を配置するような学部と，

教養教育に補習教育や導入教育を多くし，専門教育

はそれに合わせて学際イちするような学部とに分化し

ているのであるが，そこでいう教養教育はもはや共

40以上~ 50以上~ 57以上~ 倍以上

50未満 57未満 65未満

欄27-

34.0 33.3 32.8 25.5 

47.5 57.5 67.2 61.9 

通の理念や内容を包含するものではなくなっている

ということができょう。

4.まとめ

大綱イちによって科目区分を廃止した目的は，形骸

イむという批判にさらされてきた一般教育に対する

律的な規定をはずすことによって，各大学がその目

的に応じて専門教育との関連を視野に入れて自由に

カリキュラムを編成することにあった。そして，もう

1つの目的は，一般教育のみを担当する教員という制

度を蕗して，教員間の平等イむを図ることであった。

結果として，教員の処遇は比較的平等になり，ま

た，一般教育にかわる教養教育も全学的に担当する

方向での改務が進んだということができょう。しか
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し，設置基準の大綱イちにしたがって教義組当組織の

改革を進めたのは，国立大学中心であり，ぞれと比較

すると私学の組識改革はそれほどでもなかったし，

公立の単科大学などでは教養教育担当者を学部のな

かの別組織として残さざるをえなかった。その結果，

国立大学では，教員の負担感が増幅し，公私立大学で

は教員闘の祖当の違いによる差別感を完全に払拭す

ることができないでいた。平等感と負担感とが相殺

するものなのかもしれないし，単科大学における教

養教育の担当教員という問題は組織構造の問題であ

り，容易には解決できない問題である。

また，カリキュラム改革においては，入学者の備差

値に応じた教養教育の改革がなされており，偏差髄
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の軌跡と大学改革ー』ぎょうせい， 221-210 

杉谷祐美子(2005)，r日本における学士学位ブログラ

ムの現状J[j'高等教育研究』第8集， 29-51 

吉田 文 (2002)，r教養部の形成と解体ー教員の配属

の視点から-J， [j'戦後の国立大学の構造分イじと

地域交流，国立学校財務センター研究報告』第

6号， 61-80 

吉田 文(2003)，[j'大学の教養教育への庄力と教員編

成に関する研究一大網化から 10年を対象にし

てーふ平成14-16年度科学研究費補助金(基盤

研究(C)(2))研究成果報告書， 39 

の低い学部では，教養教育に補習教育や導入教膏，あ 〉ま

るいは，大学への適応支披の科目などを多くするた

めに，専門教育の水準を高度fじすることができない

状況にあった。また，教養教育が偏差値によって左右

されることは，共通の理念や内容を求めることを困

難にしていることも明らかになった。

自由1!J，多様イむを目的にした大綱fじであったが，そ

れは大学の属性から臨由になされたわけではないの

である。一般教育として一律に規定されていたとき

は常に排捺の対象とされてきたが，いざそれを排除

できる用意がなされた現，何らかの教養教育を行

うことの必要性は以前にも増して増大していると

いってよいのかもしれない。そうしたなかで，対応に

苦慮しているのが，大解fちから 10年余りたった日本

の大学の状況なのである。
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1.この調査の結果は，引用文献の吉田 (2003)とし

てとりまとめられている。

2.一般教育専任制の問題は，当初は国立大学に闘

の問題であった。 1963年や1977年の国立学校法の

改正による教養部の設置やそれにかわる一般教育主

事の法制佑問題は，国立大学に限定された措置で

あった。ぞれが，私立大学で教養部や一般教育主事制

をとる機関を少なくしたことにつながってはいるも

のの，私立大学においても国立にならう大学があっ

たことは確かである。こうした状況をどう考えるか

は興味深い問題で、はあるが，本稿の目的の範囲を超

えるためこれ以上は雷及しないこととする。

3.科自匿分に関しては，各学部の単位配分の状況に

関して「ぞれ以外Jの4つのカテゴリーに即して記入

してもらい，科目区分ごとの平均値をとった。「ぞれ

以外」は，各学部の4つの科目豆分の合計単位数が卒

業要件単位数に等しくなるための援作的な値である。

各科目亘分の平均値を合計しでも，卒業要件単位数

にはならない。
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